
The Japanese Association of Management Accounting

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　of 　Management 　Aooounting

日 本管理会計学 会誌

管 理会計 学2002年 第 lO巻 第 2号

論 文

レ バ レ ッジ ド・ リー ス 取引測定の フ レ
ー ム ワ

ー ク

山 田恵
一

〈論文要旨〉

　本論文で は ，
ノ ン リ コ

ー
ス ・デ ッ トに負債性が 認め ら れ る場 合 も含 め て

，
レ バ レ ッ ジ ド ・

リ

ース 取 引 を測定 す る た め に提 示 され て い る 9方 法の 会計理 論上 の 妥 当性 に つ い て 検討す る ．さ

らに ，そ の 取引 の 有す る本質的属性 を明 らか に し
， 会 計理論 上

， それ ぞれ に対 応 す る 妥当な測

定 方法 を提 案 す る こ と を 目的 と して い る．

　フ ァ イナ ン ス ・
リ

ース 取引 に属する レバ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取引に つ い て
，

ノ ン リ コ ース ・デ

ッ トに負債性 が認 め られ な い 場合に は ， 会 計理論 上 ，　 「三 当事者 間金 融リ
ース 法 （第2法）」

が 妥当な方法で あ る とい える ． しか し，ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トに負債性 が 認 め られ る場 合 に は
，

提 案す る 「ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トを負債 と し て 認識 す る 場 合 の 三 当事者間金融 リ
ース 法 （第 10

法 ）」 が 妥 当 な方 法 で ある と い え る ．

〈キー
ワ

ー ド〉

　 レバ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 ，ノ ン リ コ ース ・デ ッ ト，
フ ァ イ ナ ン ス ・リース 取 引 ，貸手 ，財

務 会計基準書第13号

AFramework 　fbr　Measurlng　Leveraged　Lease　Transactions
　　　　　　　　　　　　　　Keiichi　Yamada

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Abstract

The　purposes　of 　this　paper　are 　as 　fbHows：

（1） To　examine 　the　validity 　of 　nine 　existing 　methods 　of 　meas ．uring 藍everaged 　lease　transactions
，

　 including　cases 　in　which 　the　non −recourse 　debt　is　liable　to　the　lessor
，

（2） To　propose　valid 　methods 　of　measuring 　leveraged　lease　transactions．
The　 three−party　financing　Iease　 method （The　 second 　method ）is　apprropriate 　for　measuring 　 leveraged

lease　transactions　in　cases 　in　which 重he　non −recourse 　debt　is　not 　liable　to　the　lessor．

The　three−party　financing　lease　method （The　tenth　method ）is　apprrQpriate 　fbr　rneasuring 　leveraged　lease
transactions　in　cases 　in　which 　the　non −recourse 　debt　is　liable　to　the 聖essor ．
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1 ． は じ め に

　 レ バ レ ッ ジ ド
・

リ
ース 取引は

， 本 来 ，
フ ァ イ ナ ン ス ・

リ
ース 取引 と オ ペ レ ー

テ ィ ン グ ・
リ

ー

ス 取 引 に 分 類 され る ． フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ー

ス 取 引 と して の レ バ レ ッ ジ ド ・リー ス 取 引 に つ い て
，

米 国 の 財 務 会 計 基 準 審議 会（Financial　Acconting　Standards
．Board；FASB ）は ，

　 FAS 　No．13 に お い て
， リ

ース 財 産 の 貸 手 （レサ ー）の 観 点 か ら ， 貸手 が金 融 機 関 か ら負 うて い る 金 銭債務 が ， ノ ン リ コ

ー
ス ・デ ッ ト（non −recourse 　 debt）と呼ば れ ， そ の 性 質 も 「償還 請求 権 の 行使 を受 け な い 債 務」 で

あ り， 負債 性 が認 め られ ない こ と を前提 と して ，　「通 常 の 金 融 リー ス 法 （The　 ordinary 　 financing

lease　method ） （第 1法 ）」 ，　「三 当事者 間 金 融 リース 法 （The　three−party　financing　lease　method ） （第 2

法 ）」 ， 「別 個 の 面 を 持 っ た 投 資 法 （The　investment　with 　separate 　phases　method ）（第3法 ）」 ， お よ

び ，　r統 合 的 投資法 （Tbe　integral　 investment　method ）（第 4法 ）」 の 4方 法 を提 示 し， そ の うち 「別

個 の 面 を 持 っ た 投 資 法 」 を 妥 当 な測 定 方 法 と し て い る
“｝．そ れ に 対 して

， 山 田 （1999）は
，

FAS

No 」3 に お い て 提 示 さ れ て い る 4方 法 の 特 性 を 的確 に と らえ る た め に ， こ れ らの 一
般 式 を提 示

し，数値 モ デ ル を 適用 して 「別 個 の 面 を持 っ た投資 法 」 の 様 々 な 問 題 点 を指摘 し， 「三 当事者

間金 融 リ
ース 法 」 が ，

レ バ レ ッ ジ ド
・

リ
ー

ス 取 引 の 経 済 的 実 質で あ る 金 融取 引 と ノ ン リ コ
ー

ス

・デ ッ トの 性格 を適切 に 写像 して い る の で ，妥 当で あ る と して い る ． ま た
， 米国 の 公認 会計士

協 会の 会計基準委 員会や い くつ か の 大手監 査 法人 も，　 「三 当事者 間 金 融 リース 法」 を そ の 取 引

の 妥 当な 測 定 方 法 と し て 支 持 し て い る
ω ． し か し ， 現 実 に は ノ ン リ コ ー

ス
・

デ ッ トの 特 性 は 多

様 で あ り，そ の 負債性 を否 定 す る こ とが で きな い 場合 もあ りうる ． ま た
，

こ の 点 に つ い て 十分

に 議 論 され て い る とは い え な い ．

　 また ， 国際会 計基準 委 員 会 （lnternational　 Accounting　 Standards　 Comittee；IASC ）は ，
　 IAS　 No ．17 に お

い て ， リ
ー

ス 取引 に つ い て 基 準 を設 けて い る が
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 に 関 し て は
， 特 に

別段 の 基 準 を設 けて い な い ．

　
一

方 ，
日本 で は ，法 人 税法 に よ り確定 決算 主 義が 採 用 さ れ て い る の で

， 税 務上 の 取 り扱 い が

企 業会計上 も重 視 さ れ て い る とい う状 況 に あ り ， 昭和 63 年 に 「リ ース 期 間 が 法 定耐用 年 数 よ

り も長 い リ
ー

ス 取 引 に 対 す る税 務上 の 取 扱 い に つ い て 」　 （以 下 ， 「昭 和 63 年 リ
ー

ス 通達」 と

い う．） が 公 表 され ， そ こ で は
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取 引 に つ い て ，　 「通 常 の 売買 取 引 と す

る 方 法 （第 5 法 ）」 ，　 「延 払 売 買取 引
噛
とす る 方法 （第 6 法）」 お よ び 「金 融 取 引 とす る 方 法

（第 7 法 〉」 の 3 方 法 が 提 示 さ れ て い る ． ま た ，平 成 10 年 に は ， リ
ー

ス 取 引等 の 税 制 が 改 正

され
， 法人 税 法施 行令第 136 条 の 3 お よ び 所得税法施行令 第 184 条 の 2 が 制定 され る に 至 っ た ．

そ れ ら の 規 定 は
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取引 以 外 の リ

ー
ス 取 引 に つ い て は

， 従 来 の 通 達 の 趣 旨

を 基 本 的 に 踏 襲 して い る が
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取引 に 関 し て は ，特 に別 段 の 規 定 を置 い て

い な い ．

　他 方，平 成 5 年 に は ，　「リ
ー

ス 取 引 に 係 る 会 計 基 準 に 関す る 意 見 書 」　（以下 ，　「リ
ー

ス 会 計

基準」 と い う．） が公 表 され
， リ

ー
ス 取 引 は フ ァ イ ナ ン ス ・

リ
ース 取 引 とオ ペ レ

ー
テ ィ ン グ ・

リ
ー

ス 取 引 に 分 類 され
， 前者 に つ い て は

，　 「原 則 と して 通 常 の 売買取 引 に係 る 方法 に 準 じ て 会

計 処 理 を 行 う」　（以 下 ，　 「リ
ー

ス 会計 基準 に よ る 売 買 取引 とす る 方 法 （第 8 法）」 と い う ，）

と し て お り ， 後 者 に つ い て は
，　 「通 常 の 賃貸 借 取 引 に 係 る 方法 に 準 じ て 会計 処 理 を 行 う」　（以

下 ，　「賃 貸 借 取 引 と す る 方法 （第 9 法 ） 」 と い う．） と して い る ． そ れ ら の 方法 の よ り具 体 的

な手 順 等 は ，平 成 6 年 に公 表 され た 「リ
ース 取 引 の 会 計処 理 及 び 開 示 に 関 す る 実 務 指針 」　（以

下 ，　「実 務 指 釧 」 と い う．） に お い て 示 され て い る が
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 に つ い て は ，
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特 に 別段 の 基 準 を置 い て い ない の で ， こ れ らの 2 方 法 が 適 用 さ れ る と み な さ ざる を え な い ．

　 以 上 述 べ た よ う に ，
レ バ レ ッ ジ ド ・

リ
ース 取 引 の 測 定 に つ い て ，制 度 会計 上 ， 9 方 法 が存 在

す る ．

　 そ こ で ，本論文 で は ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取引 に つ い て ， ノ ン リ コ

ース ・デ ッ トに 負債 性

が 認め ら れ る 場合 も含 め て ，9 方法 の 会計 理 論上 の 妥 当性 に つ い て 検討す る ． さ ら に ，そ の 取

引 の 有 す る 本質的 属性 を明 らか に し ，会計 理 論 上 ， そ れ ぞ れ に 対応 す る妥 当な 測 定方法 を提 案

す る こ と を 目的 と して い る ． そ の た め に
， 次 節 で は ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引の 意義 を述 べ

，

そ の 取 引 を 測定 す る た め の フ レ ーム ワ ー
ク と な る 諸 属 性 に つ い て 吟 味 す る ．第 3 節 で は

， 数 値

モ デ ル に そ の 取 引 の 測 定 に 関す る 9 方 法 を適 用 す る こ と に よ り特 性 を明 らか に して
， その 妥 当

性 を検討 し，第 4 節 で は
，

そ の 取引 の 経済 的実質 を忠実 に 写 像 す る 測定方法 を提 案す る ，

2 ． レ バ レ ッ ジ ド ・ リ
ー

ス 取引 の 意義お よび測定 の フ レ
ー ム ワ

ー
ク

　 レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー ス 取 引 と は

t   「リ
ー

ス 財 産 の 法 律 上 の 所 有 者 で あ る 複 数 の 貸手 」 と

「リ ース 財 産 の 使 用 者 で リ
ー

ス 料 を支 払 う借 手 （レ シ ー
）」 と の 間 の 賃貸借 （リ

ー
ス ） 契 約

（営 業 委 託 契約 ，配給 契 約 ， ラ イ セ ン ス 契 約等 ， リ
ー

ス 契 約 と本質的 に 同 等で あ る もの を含み ，

リ
ー

ス 料 が 変 動型 で あ る 場 合 を含 む ，） ，   リ
ー

ス 財 産 を購 入 す る た め の 資金 を融 資す る 金 融

機 関 （銀行 ；長 期資金 提供者 と言 わ れ る 場 合 もあ る ．） と貸 手 と の 間 の 金 銭 消費 貸 借 契約 ，  

「リ
ー

ス 財 産 を販 売す る メ
ー

カ
ー

等」 と貸 手の 間 との 売買 契約 ，   こ れ ら の 取 引全 体 を企 画 ・

設 計 し
， 遂 行 を 調 整 す る こ と に よ り手 数 料 を得 る リ

ー
ス 会 社 （ま た は

，
こ れ と 同等 の 業 務 を行

う企 業） と他 の 4 当事 者 と の 問 の 諸契 約 （こ れ ら の 契約 に 直接 関連 す る 保 証 契約 ，
ア レ ン ジ メ

ン ト契約等 を含 む） とが ，実 質的 に す べ て 不 可 分
一

体 で あ っ て
， 契約条項上

，
あ る い は 実質 的

に 連 動 し て 同 時 に 効 力が 生 ず る よ う に な っ て い る 取 引 で あ る ． した が っ て ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取引 は

， 当初 は 5 当事者 に よ る 諸契約 に よ り開始 さ れ ， そ の 後 は 「メ
ー

カ
ー

等」 を除 く 4

当事者 に よ り取 引が 継続的 に 遂行 さ れ る ．貸手 は リ
ー

ス 財 産の 購 入 資金 総 額 を調 達す る に あた

り， その 比 較的小 さ い 割合 （20 〜 40 ％ 程度） の 自己資金 と
，

金 融機 関か ら の 比 較的大 き い 割

合 （60 〜 80 ％ 程度 ）の 借入 資金 に よ り ，
メ ーカ ー等か ら リ

ース 財産 を購入 す る ．

　 ま た ， 日本 で 行 わ れ る レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 は
， 貸手 の 集 合 の 形 態 に よ り ， 匿 名組 合 方

式 と任意組合方式 に 区 分 さ れ る ．匿 名 組合 方式で は ，匿名 組．合契約 （商 法 第 535 条 〜 542 条 ）

に 基づ き ， リース 財 産 の 貸手 と な る 匿 名 組 合 員 が ， 営業者 の た め に 出 資 し ， 営業 者 は こ の り
一

ス 財 産 を用 い て 営 業 を行 い
， そ の 営 業 か ら生 じ る利益 を各 匿名組 合員 に 分 配 す る ． こ の 場 合 ，

リ
ース 財 産 は営 業者 に帰 属 す る ．つ ぎに ， 任 意 組合方 式 で は ， 任 意 組合契約 （民 法第 667 条 〜

688 条 ） に 基 づ き ， リ
ー ス 財 産 の 貸 手 と な る 任 意 組 合 員 が ， 自 らの た め に 出資 し ， 共 同 の 事業

を営 む． こ の 場合 ， リ
ース 財 産 は 各任 意組 合 員 の 持分 に応 じて ， 各任意 組合員 に 直接 帰属す る ．

　 つ ぎに ， レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ース 取 引 測 定 の フ レ ー ム ワ
ー ク とな る 諸属性 に つ い て 検討す る ．

（1）貸 手 が 金融機 関 か ら負 う金銭 債務 （ノ ン リコ ー ス ・デ ッ トを含 む ） の 負債 性

　まず ， 貸 手 が 金 融 機 関 に負 うて い る金 銭 債 務 が ノ ン リ コ ース ・
デ ッ トで あ る こ とに つ い て 述

べ る ．貸手 は リ
ース 財 産 を メ ー カ ー等 か ら購 入 す る た め に金 融機 関か ら資金 を調達 し債務 を負

い ，借手か ら リ
ー

ス 料 を収受 して ， そ の 債務 の 元 本 と利息 の 返 済 に充 当す る ． もし借 手が 支 払
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能力 を 喪 失 して り
一

ス 料 を支払 うこ とが で き な くな っ た 場合 に ，通 常 ，貸手 は 金 融 機 関 に そ の

債務 の 元 本 と利 息 を支払 うこ とが 不 可 能 とな る ．そ の よ うな 状 況 が 生 じ た 時 の た め に ，契約条

項 に よ り，借 手 に 対 す る貸 手 の リース 料 債権 の 金 融機 関 へ の 譲 渡 ， リース 財 産 に よ る貸 手か ら

の 代 物弁済 ， リ
ー

ス 財 産 に 設定 した担保 権等 の 実 行 ， 保 証機 関 に よ る 代位 弁 済等 に よ り，金 融

機 関 が 貸手 に 対 し て そ れ 以 上 に 償還請 求権 を行 使 しな い こ と が
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 に

お い て は あ ら か じめ 定め られ て い る ． し た が っ て ，貸手 か ら 見 る と金 融 機 関 か ら ， そ れ 以 上 の

債務 の 弁済 に つ い て 償 還請求権の 行使 を免 れ る こ と に な る ．貸手 が 金 融機 関 か ら負 うて い る こ

の よ うな独 特 な タイ プ の 債 務 は
， 特 に ノ ン リ コ ・・一ス ・デ ッ トと呼 ば れ て い る ． ノ ン リ コ ース ・

デ ッ トは
， 貸手 に と っ て 「償 還 請 求 権 の 行 使 を受 け な い 債務 」 で あ る か ら 「実 質的 に リ ス ク の

ない 債務」 と言 わ れ る場 合 が あ る
Cコ）
． しか し ， 現実 に は ノ ン リ コ

ース ・デ ッ トの 特性 は 多様 で

あ り ， そ の 負債性 を否 定す る こ と が で き な い 場 合 もあ りうる ． し た が っ て ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ース 取引測定 の 際 に は ， ノ ン リ コ ース ・
デ ッ トに 負債性 が あ る 場合 と無 い 場合 に 分 けて 検討す

る 必要 が あ る ．

　 ノ ン リ コ ース ・デ ッ トの 負債 性 の 有無 に つ い て ，そ の 経 済 的実 質 は
，   借 手 が リ

ース 料 の 支

払 不 能 に な る 可 能性 が あ る か 否 か
，   リース 料 に 含 まれ て い る 貸 手 の リ

ース 利益 額が どの よ う

に 計 算 され て い る か
， お よ び

，   借 手 が リース 料 の 支払不能 に な っ た場合 の ，貸手の リ
ース 料

債権 の 金 融 機 関 へ の 譲 渡 ， リ ース 財 産 の 代 物 弁済契約 な どの 契 約内容 を考慮 して 決定 さ れ る ．

　 ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トの 負債 性 に 関す る 詳細 な事実 認 定 に つ い て は ，本 論 文 で は 扱 っ て い な

い ．

（2）税 金 の 繰 延 効 果

　 レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引 の 特 性 と して
， 貸手 に と っ て 減価償却費 と支払利 息が 計上 さ れ る

の で 節 税 効 果 な い し税 金 の 繰 延 効 果 （以 下 ，　 「税 金 の 繰延効 果 」 と い う） が あ る と言 わ れ る が

e ）
， 山 田 （1999）にお い て

，
こ の 点 に つ い て 検 討 が な さ れ

， 現 在 ， 税務 上
，

フ ァ イ ナ ン ス ・リ ー

ス 取 引 と して の 会 計 処 理 を行 っ た場 合 に は 全 く税 金 の 繰延効 果 は な く，
ま た オ ペ レ ーテ ィ ン グ

　 リース 取 引 と して の 会 計 処 理 が 認 め られ た場合 に お い て は ，本 来 ， 支払利息 と減価償 却費は

適 法 に損 金 性 が認 め られ て い る の で あ っ て ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 に 特 に 税金 の 繰延効果

は な い と して い る ． こ の 結 論 は 妥 当 で あ る か ら
，

こ の 属性 は レ バ レ ッ ジ ド ・リ ース 取 引 の 本 質

的 属 性 で は な い ．

（3）超 過 回収 資金 の 再投 資 に よる利 益 の 認識

　税 金 の 繰延 効 果 は レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引の 本質 的 属性 で あ る と して
， 税 金 の 繰 延 効 果 の

キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 の 現 実 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ーの 一
部 と して 考慮 す

る と
， リ

ー
ス 期 間 の 早 期 の 段 階で 正 味 キ ャ ッ シ ュ フ ロ

ー
の 累計額 が 貸 手 の 自己 資金 額 を超 え ，

自己 資 金 の 投 資 額 の 超 過 回収状 態 が生 じ （こ の 超 過 回 収状態 の 期 間 を，　 「負の 純 投 資 の 期 間」

と い う） ， 貸 手の 純 投 資額 （投 資残 高 ）は， リ
ース 期 間の前 半に お い て は 減少 し

，

一
旦

， 負 の

純投資 額 と な る ． リ
ー

ス 期 間 の 後 半 にお い て は 増 加 し，再 び負 か ら正 の 純投 資額 と な る ， つ ま

り ， 貸 手 が 投 資 して い る 局 面 が リ ース 期 間 の 前 半 と 後半 に 分 か れ て い る ， こ の こ と は FAS

No ．13 の 第 42 項 で 定 義 され 「別 個 の 面 」 と呼ば れ て い る ．

　負 の 純投 資 の 期 間 に 得 られ る超 過 回収 資金 を他 の 投 資案 に再 投 資 す る こ と に よ っ て ， 得 ら れ
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レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス取 引 測 定 の フ レ ーム ワ ーク

る と予 想 さ れ る 利益 は ， 未 実 現 利益 で あ り ，
レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引 の 利 益 に 当 然 含 め て は

な ら な い ． した が っ て
， 超 過 回 収 資金 の 再 投資 に よ り得 ら れ る と予 想 さ れ る 利 益 を 認 識 し て は

な らず ，
こ の 属性 は レ バ レ ッ ジ ド

・
リ

ース 取 引の 本 質的属性 で は な い ．

（4）リ
ー ス 財 産 の 処 分 権 の 帰 属

　 リ
ース 財 産 の 処 分 権 が 貸 手 に あ る の か ，借手 に あ る の か に つ い て は ， レ バ レ ッ ジ ド ・リース

取 引の 会計処理 上 に 反映 さ れ な け れ ば な ら な い ．つ ま り ，
フ ァ イ ナ ン ス ・リ

ー
ス 取引 に 属す る

レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取引で あ る 場 合 ， リース 取 引 開 始 時 に
， 借 手 は 所 有権 の 権 能 の うち ，使

用 権 ，お よ び 収 益 権 を取 得 し ， リー ス 取 引 終 了 時 に ，所 有 権 の 権能 の うち処分 権 を貸手か ら借

手 に 移転 す る ．処 分 権 の 金額 が ， 見 積残存 価 値 に 相 当 し，使 用 権，お よ び収益権 の 金 額 が リ ー

ス 債 権 に 相 当 す る の が 通 常 で あ る か ら，そ の 場合 に は ，貸手 の リ
ー

ス 債権 の 金 額 は
， 見 積残存

価 値相 当 額 を控 除 した も の と な り，貸手 は ， リ
ー

ス 債権 と見積 残存 価値 の 両方 を 資産 計 上 す る

べ きで あ る ．

3 ． レ バ レ ッ ジ ド ・ リー
ス 取 引の 代替 的測 定方 法 の 理論的検 討

　 本 節 で は
，

レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ー
ス 取 引 の 測 定 に 関す る前 述 の 9 方法 の 特性 を明 ら か に す る た

め に ， そ れ ぞ れ の 測 定 方 法 の …般 式 を示 し ， 以 下 の 数値 モ デ ル に そ れ らを適用 し
，

そ の 妥 当性

を検討す る ．た だ し，FAS 　 No 」3 が 示す 4 方法 に つ い て の
一

般式 と そ の 誘導方 法 お よ び 会 計処

理 に 関 し て は
， 山 田 （1999）に お い て 詳細 に 示 され て い る の で

， そ ち ら を参照 され た い
e
．

［数値 モ デ ル ］

　 大手 リ
ー

ス 会 社 X に よ っ て 企 画 設 計 さ れ た レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ース 取 引 に 参画 す る た め に貸

手 と し て の 「
一

般 の 企 業」 で あ る 10 社 は
， 任 意組合形 式 で 本件 取引 に 参加 し ，第 t 年 1 月 1

日 に 16，000 百 万 円 の 航 空機 を購 入 す る た め に ， 自己資 金 割合 を 20 ％ と定 め ， 3
，
200 百 万 円 を均

分 に 各 会 社 320 百 万 円つ つ 拠 出 し
，

さ ら に 借 入 金総 額 12，800 百 万 円 を 同様 に均 分 に 1280 百 万

円 つ つ 負 担 し て 航 空 機 製 造 会 社 か ら航 空 機 を購入 し ， 航 空 貨物会社 に リ
ー

ス す る こ と に した ．

リ
ース 財 産 の 購入 価 額 ， リ

ース 期 間， リ
ース 料等 の 条件 は ，以 下 の 通 りで あ る ．

第 t 年 1 月 1 日 の リ
ース 財 産 （航空 機）の 購 入 価額 ：Co − 16

，
000 百 万 円

解約不 能 の リ
ース 期 間 ： N ・・12 年 （t年 1 月 1 日 か ら t＋ 11 年 12 月 31 日 ま で ）

リ
ー

ス 開始か ら の 経過 年数 ：n （n − 1
，
2

，

…
，
N ）

リ
ース 料 （年額）：RL−2，254．69 百 万 円

リ
ース 期 間終了 時 に お け る リ

ー一
ス 財 産 の 見 積残存価値 ；SN＝2，000 百 万 円

貸手 が 支 払 う固 定資 産 税 ， 保険料等 の 付随 費用 （年額 ）：EL；5 百 万 円

リ
ー

ス 料 ，付 随費 用 は 毎年 1 回 12 月 31 日 に 現 金 で 均 等払 い す る （t 年 12 月 31 日 を初 回 と

す る 〉

貸手 の 自己資 金割合 ： α
一・O．2

貸 手の 自己資金 ： a 　Co−O．2 × 16，
000・・3

，
200 百万 円

貸手 の 債務 （借入 金 ） 総 額 ：（1 一
α ）Cひ

＝ （1 − 0，2）× 16，000− 12，800 百万 円

貸手の 金 融機関 へ の 借入 金 返 済 に 関 す る 年利 ：i＝o．05
　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 i（1＋i）a

貸 手 の 金 融機 関 へ の 元 利 均等 払 返 済 の 年 額 ：ECR＝（1 一
α ）C 。

×　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 − 1，444．16525 百 万 円
　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 （1＋ i）

：1 − 1
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管 理 会計 学 第 10 巻 第 2 号

　 まず ， フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ース 取 引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引 を対 象 に し て い る FAS

No ．13・が 示 して い る 4 方 法 に つ い て 検討す る ．

（1）通 常の 金 融 リー ス 法 （第1法）

　第 1 法 で は
，

レバ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取引 が
， 少 な くと も貸手 ，借 手 お よ び 金 融機 関 に よ る 3

当事者間 の 連 動 した 取 引 で あ る とみ な さず ，
レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引 を

， 貸手 と借手 と い う

二 当事者 間で 行 わ れ る 通 常 の 金 融取引 と して の リ
ース 取 引 とみ なす 方 法 で あ る ． した が っ て

，

貸 手 の 金 銭 債 務 を ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 と は 独 立 の 資金 調 達取 引か ら 生 じた 借 入 金 と し

て 扱 う．貸 手 に 帰 属 す る リー ス 財 産 の 処分 権 は
， 見 積 残 存 価 値 と して 資 産 化 され る ．

　 第 1 法 は
， 金 融 機 関 と貸 手 と の 金銭 貸借 消 費契 約 は 通 常 レ バ レ ッ ジ ド ・リー ス 取 引 と連 動 し

て 同 時 に 効 力 が 生 じ ， 不 可 欠
一

体 の もの で あ る の に
， そ の 事実 を表 し て い な い ． さ ら に ，第 1

法 は ノ ン リ コ ース ・
デ ッ トが 貸 手 に と っ て 通 常 の 負 債 で あ る借 入 金 と し て 認 識 され る が

， 金 銭

債 務 の 性 質 を決 定 す る 契 約 上 の 条 項 に よ っ て は
，

ノ ン リ コ ー ス ・デ ッ トの 負 債 性 の 認 識 が 問 題

と な り ， 第 1法 は そ の 点 を 認識 して い な い ． こ れ らの 理 由 に よ り ， 第 1法 は 妥 当 で あ る と は い

え な い ．

（2）三 当 事者 間 金 融 リ
ー ス 法 （第 2法 ）

　 レ バ レ ッ ジ ド ・リ ース 取 引 に お け る ，貸手 ，借 手 お よ び金 融 機 関 に よ る 3 当 事者 間 の そ れ ぞ

れ の 契約 が連 動 して い る こ と を考慮 し， ノ ン リ コ ース ・
デ ッ トを負 債 と して 計 上せ ず ，貸手の

資 金 は ， 自己 の 持 分 参 加 額 の み で あ る と い う点 に 注 目 し た方 法 が ， 第 2 法 で あ る ．処 分 権 に 関

して は ， 第 1 法 と同 じで あ り， さ らに ，第 2 法 は 税金 の 繰延 効果 を考慮 せ ず ， 超 過 回収資金 の

運 用 に よ り得 られ る と予 想 さ れ る 利益 を リ
ー

ス 利益 に含 め な い ． ノ ン リ コ
ース ・

デ ッ トに 負債

性 が 認 め られ な い 場合 に は ，第 2 法 は レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取引 の 経 済的実 質で あ る 金 融 取引

と ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トの 性格 を適切 に 写像 して お り妥 当で あ る と い え る 。 しか し， ノ ン リ コ

ース ・デ ッ トに 負債性 が認 め られ る場 合 に は ，第 2 法 は ノ ン リ コ
ース ・

デ ッ ト の 負債性 の 認識

に つ い て 正 し く扱 え て お らず，妥当で あ る とは い えな い ．

（3）別個 の 面 を持 っ た 投 資 法 （第3法）

　第 3 法 で は
，

レ パ レ ジジ ド
・

リ
ース 取 引 に お け る 3 当事者 間 の そ れ ぞ れ の 契約が 連 動 して お

り，
ノ ン リ コ ース ・デ ッ トを負債 と し て 認 識 せ ず ，

お よ び リ
ース 期 間中 に 税 金 の 繰延 効果 が あ

る とみ て
，

こ れ をキ ャ ッ シ ュ フ ロ ーの 増加 と み なす こ と を前幌と して い る ．処 分 権 に 関 して は ，

第 1 法 と同 じ で あ る ． FASB は
， 第 3 法 が

， 純 投 資額が 正 で あ る 期間 と リ
ー

ス 利益 と の 適正 な

対 応が 可 能 で あ る と と もに ， 負 の 純投資 の 期間 と い う経 済 的効果 も適切 に 示 さ れ る と主 張 し
，

こ の 方法 を採択 して い る ．

　第 3 法 に よ る と ，そ の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ーは
，

レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引 の 現 実 の キ ャ ッ シ ュ

フ ロ
ー

に 税 金 の 繰 延 効 果 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を加 えた もの と して い る ．第 2 節 で 示 した よ うに ，

レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ース 取 引 に 特 に 税 金 の 繰延 効 果 は な い ．ま た ， 法人 所 得税 額 （税 金 の 繰延 効

果 を含 む ） は
， 貸 手 の 経 済活 動 全 体 か ら決 ま り ，

こ れ を貸手 の 経済活動の 1 つ で あ る レ バ レ ッ

ジ ド ・
リ

ース 取引 の リ
ース 利益 の 認識 ， お よ び 測定 に 取 り入 れ る こ と に は 問題 が あ る ．

　 また ，
ノ ン リ コ ース ・デ ッ トに 負債性 が 認 め ら れ る場 合 に は

， 第 3 法 は ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ
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レ バ レ ッ ジ ド
・
リ
ー

ス取 引測定 の フ レ
ー

ム ワ
ーク

トの 負債性 の 認識 に つ い て 正 し く扱 え て お らず ，妥当で あ る と い え な い ．

　 さ ら に ， 第 3 法 で は ，各年度 に つ い て ，受取 リ
ー

ス 料 を収益 と して ， リ
ース 財 産 の 減 価 償 却

費 ，お よ び 金 融 機 関 か ら の ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トに 関 す る支 払 利 息 を費 用 と して 処 理 す る こ と

を，課税 所 得 計 算上 採 用 す る こ と を前提 と し て い る ．

　 こ の こ と は ， フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ー

ス 取 引 に属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 を税務上 は オ ペ

レ ー
テ ィ ン グ ・リ

ー
ス 取 引 と して 処 理 す る こ と を前 提 に して い る こ と を意味 す る ． こ の よ うな

方法 は
， 日本 に お い て は

， 課税 所得 の 計 算が 確 定決 算 主義 に 基 づ く限 り， 採 用 し得 な い し，米

国 に お い て も特 定 の 条 件 を満 た す レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ー
ス 取 引 の み が ，税 務 上 オ ペ レ ー

テ ィ ン グ

・
リ

ー
ス 取 引 と して 取 り扱 われ る に す ぎな い の で ，

一
般 的 に 妥 当 な測 定 方 法 と は い え な い

（ω

．

また
， 会計 理論 上 も レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引 を フ ァ イ ナ ン ス ・リ

ー
ス 取引 と見 る こ とを前提

と し な が ら
， 税 務 上

，
オ ペ レ

ー
テ ィ ン グ ・リ

ー
ス 取 引 と見 る こ と と

，
そ の 他 の 優 遇 の 取 り扱 い

を測 定 方 法 に導 入 す る 考 え方 は 妥 当で あ る と は い え な い ．

　 した が っ て
， 以 上 の よ うな問 題 点 が あ る こ と か ら ， 第 3 法 は 妥 当で あ る と は い え な い ，

（4）統合的 投資法 （第4法）

　第 4 法 は
， 第 3 法 と 同様 に ノ ン リ コ ース ・デ ッ トと税金 の 繰 延 効 果 を会 計 処 理 上 に 反 映 させ

る だ け で は な く， さ らに超 過 回 収 資金 の 運用 に よ り得 られ る と 予 想 され る利 益 を ，
レ バ レ ッ ジ

ド ・リース 取引 の リース 利 益 と して 認 識 す る 方 法 で あ る ． こ れ は 貸手 が レ バ レ ッ ジ ド ・リ ース

取 引 を投 資対象 と して 評 価 す る の に ， リース 利 益 と負 の 純 投資 の 期 間 か ら生 まれ る 超 過 回 収 資

金 の 運 用 に よ り得 られ る と予想 さ れ る 利 益 を も考慮 に 入 れ て い る と考 え る か らで あ る ． した が

っ て ， リ
ー

ス 利 益 の 総 額 は ，未 実現利益 を含 ん で い る の で ，そ の 増加分 だ け 過大 に 測 定 され て

い る こ と に な る か ら，第 4 法 は 妥 当で な い と言 わ ざ る を え な い ， また ，第 4 法は 第 3 法 と同 じ

く， 日本 で は確 定決算主 義 を採 っ て い る ため 制 度会 計 ．L ，実施す る こ とが 出来 な い 方 法 で あ る ．

さ ら に ，ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トに 負債性 が 認 め ら れ る 場合 に は ，第 4 法 は ノ ン リ コ

ー ス ・デ ッ

ト の 負債性 の 認 識 に つ い て 正 し く扱 え て い な い ．処 分 権 に 関 して は，第 1法 と同 じで あ る ，

　 つ ぎに ， フ ァ イ ナ ン ス ・
リ

ース 取 引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド
・

リ
ース 取引 を対 象 と して い る 法

人 税法施行 令第 136 条の 3 お よ び 昭和 63 年 リ
ース 通達 が 規定 して い る 3 方 法 に つ い て 検討 す

る ，

　昭和 63 年 リース 通 達 で は ， リ
ー

ス 期間 が 法定 耐 用 年 数 よ り も長 く ， 物 件 の 実 質 的取 得 者 が

借手 で あ り，契 約 が フ ル ・ペ イ ア ウ ト方式 で
， か つ 形 式的 も し くは 実 質的 に 中途 解約禁止 とな

っ て お り， さ ら に ，公 正 市 場 価 額 条項 が付 され て い な い リ
ース 取 引， ま た は ， こ れ に 準ず る 取

引 に つ い て は ，各 々 の 取 引 の 経 済 的 実 質 に 応 じ て ，金 融 取引 ま た は ，売買 取 引 と し て 取 り扱 う

こ とが 規定 さ れ て い る ． こ こ で
，　 「リ

ース 期 間 が 法定耐 用 年数 よ りも 長い 」 とは ， リ
ース 期 間

が リ
ース 財 産の 法定耐 用 年数の 100分 の 120を超 え る 取引 で あ る もの を い う．

（5）通 常の 売 寅取 引 と す る 方 法 （第 5法 ）　　　　　　　　 ．

　 第 5 法 は レ バ レ ッ ジ ド ・り
一

ス 取引 を通常 の 売 買取 引 とみ な して 処 理 す る 方法で あ る ．第 5

法 で は
， リ

ース 取引 開始 時 ，
つ ま り リ ース 財 産 の 引 渡 時期 に 通 常 の 売買 取引 が 行 わ れ た と み な

すか ら， リ
ー

ス 取 引開始 時 に利 益 が全 額計上 さ れ る ， また ，
フ ァ イ ナ ン ス ・リ

ース 取引 に 属 す

る レ バ レ ッ ジ ド ・リ ース 取 引 の リ
ー

ス 料 の 性 質 は
， 融 資 の 元 本 と 利 息 の 返 済 で あ り ，

こ れ を通
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常 の 売買取 引 とみ な し て 処 理 す る 第 5 法 は ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取引 の 金融取引 と して の 経

済 的実 質 を表 して い な い ． さ らに ，第 5 法 は ，第 董法 ，第 6 法 ，第 7 法 ， 第 8 法 ， お よ び 第 9

法 と同 じ よ うに
， 貸 手 と金融機 関 との 金 銭消費貸借 契約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ース 取引 とは 別 の

資 金 調 達 取 引 と み な して い る ．貸 手 と金 融 機 関 と の 金 銭 貸 借 消 費 契 約 は 通 常 レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー ス 取引 と連 動 して 同 時 に効 力 が 生 じ ， 不 可 欠
一

体の もの で あ る の に ， 第 5 法 は そ の 事 実 を表

して い な い こ と ， リ
ース 財 産 の 処 分 権 が 貸手 に あ る の か ， 借 手に あ る の か に つ い て ， 会 計処 理

上 に 全 く反映 し て い な い こ と， お よ び 金 融機 関か ら の ノ ン リ コ ー
ス ・デ ッ トの 負債性 に つ い て

もま っ た く考慮 して い な い こ と か ら
， 第 5 法 は 妥 当で あ る と は い えな い ．

　 第 5 法 を実施 す るた め に は ， 表 1 を完成 す る必 要が あ る ．

　 表 1 に お け る リ
ース 取引 開始時 よ り任 意 の n 年経過 した年度 （n 年 ）の 借 入 金 の 期 首残高

LN（n ），同年度 の 借 入 金 の 利 息相当額 E（n），お よ び 同年 度の 借入 金 の 元 本返 済相 当額 L
，（ri） の

各欄 の 値 を以 下 の よ うに 計算 す る ．

　 第 1 年 度の 借 入 金 の 期首残高LN（1）＝（1 一
α ）C 。 に借 入 金 の 利 子 率 i を掛 ける こ と に よ っ て ，

第 1 年度 の 借入 金 の 利 息相当額 E （1）＝i（1 一
α ）c 。が 求め ら れ ，毎期定額 で あ る 貸 手の 金 融機 関

へ の 元 利均 等払返 済 の 年額ECRか ら当該 年度 の 借 入 金 の 利息相 当額 E （1）＝i（1 一
α ＞CDを差 し引

く こ と に よ っ て ， 当該年 度 の 借 入 金 の 元 本 返 済相 当 額Lp（1）−ECR − E （1）−ECR − i（1 一
α ）Coが

求 め られ る 。 次 年 度 の 借 入 金 の 期 首 残 高 LN （2）は ，前 年 度 の 借 入 金 の 期 首残 高 LN（1）＝
ゴ

（1 一
α ）Coか ら借 入 金 の 元 本 返 済 相 当額Lp （1）＝ECR− i（1 一

α ）C 。 を差 し引 く こ とに よ っ て ，

LN （2＞＝（1 一
α ）Co（1 ＋ i）− ECRと して 求め られ る ．以 後 ， 同様 な 計算 を行 い

，

一
般式 を 求め る

と
， リ

ース 開始 時 よ り任 意 の n 年経過 した年度 の 借入 金 の 期首 残高LN（n ）は
，

つ ぎの よ うに

表 され る ，

　　　L
・ （・ ）一（1 −

・ ）C ・（星 ＋ D 回 一ECR
Σ 、

（1 ＋ D ‘
− 2

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1）

　リース 取 引 開始 時 よ り任 意 の n 年 経 過 した年度 の 借入 金 の 利 息相 当額 E （n ）は
， 同様 に し て

同 年度 の 借 入 金 の 期首 残 高 LN （n ）に 借 入 金 の 利子 率 i を掛 け た も の で あ る か ら
，

つ ぎの よ うに

表 され る ．

　　　E （n ）＝iLN（n ）

　（2）式 を第 1年 度 に適 用 す る と， つ ぎの よ うに 計算 さ れ る ，

　　 E （1）＝O．05XLN （1）＝O、05 × 12
，
800＝640

　同様 に し て ， リ
ー

ス 取 引 開始 時 よ り任意 の n 年経 過 し た 年度 の 借入 金 の 元 本返 済相 当額

L ，（n ）は ，つ ぎ の よ う に表 され る ．

　　 Lp（n ）＝EcR− E （n ）＝EcR − 　iLN（n ）

　（3）式 を第 ユ年度 に適用 す る と
，

つ ぎの よ うに計算 さ れ る ，

　　 Lp（1＞＝7，
220．8262 − E （1）＝ 7

，
220．8262 − 640二6，580．8262

　つ ぎ に
， （1）式 を 第 2 年度 に 適 用 す る と ， つ ぎ の よ うに 計 算 され る ．

　　 LN （2）≡（1
− 02 ）×　16，000 × （1 十 〇．05）

2 一」 − 7
，
220．8262 × （1 十 〇．05）

2 − z
＝ 6，219．733

〔2）

（3）

　第 5 法 に お け る ，航空 機購入 時 の 貸 手 で あ る 各任 意 組 合 員 の 処 理 は ，
つ ぎの よ うに な る （以

下 ，単位 は 百 万 円 とす る ．） ．

　 　 　　 　　 　 　　 　 リ
ー

ス 用 航 空 機 　　 1，600　　 現金 預金 　　 1，600

　 リ ース 用 航 空 機 の 金 額 1600百 万 円 は ， リ
ー一

・X 財 産 の 購 入 価 額 Co＝16，000 百 万 円 を 任 意 組合 員

数 の 10 で 割 っ た C
。110 で あ る ． リ

ース 取 引 開始 時 に お い て
， 第 5 法 は 貸 手 と金 融機 関 との 金
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レバ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 測 定 の フ レーム ワ ーク

銭 消 費貸 借 契約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 と は 別 の 資金 調達取 引か ら生 じた 負債 と して 扱 う．

したが っ て ，
こ の 処 理 と は 別 に ， 借 入 金 ：（1− a ）C 。110・・1280 百 万 円 が 計 ヒさ れ る 以 下 の よ うな

処理 を リ
ー

ス 取 引開始 前 に行 っ て い る ．

　　 　　　　 　　　　 　　　　現 金 預 金 　　 1，280　　 　 借 入 金 　 　　 1，
280

　 リ
ー

ス 取引 開始時 の 各任 意 組 合 員 の 処 理 は ，
つ ぎの よう に な る ．

　　　　　　　　　　　　リ
ース 売掛金 　 2

，
705．628 　　リ

ース 売 ヒ　　2，705．628

　　 　　　　 　　 リ
ー

ス 用 航空 機売上 原 価 1，400 　　 リ
ー ス 用航空 機　 1，400

　 リース 取 引 開始 時 に利 益 が 全額 計上 さ れ る ． り
一

ス 売上 ，お よ び 一
ス 売掛金 の 金 額 は ，

（RL・N ）110・＝2705．628 百 万 円 で あ り， リ
ー

ス 用 航 空 機 売 上 原 価 の 金 額 は ， （Co− SN）／10＝1
，
400 百

万円で あ る ．

　 つ ぎに リ
ー

ス 料受取 時の 処 理 は ， 10 人 分 の キ ャ ッ シ ュ
・イ ン ・

フ m 一が 2，254 ．69 百 万 円 で あ

る か ら，各任 意組合員 に つ い て は， つ ぎの よ うに な る ，

　　 　　　　 　　　　 　　現 金預 金 　 　 　225．469 　 　 リ
ー

ス 売掛 金 　 　 225．469

　 リ
ー

ス 売 掛 金 は ，借手 か ら リ
ース 料 を受 け 取 っ た 金 額 だ け減 少 させ る ．

　 同様 に付随 費用 の 支払 の 処理 は，各任意 組合員 に つ い て ，つ ぎの よ う に な る ．

　　 　　　　 　　　　 　　支払手数料 　　　0．5　　　 現 金 預 金 　　　 　　0．5

　 支 払 手 数 料 の 金 額 は ，EI／10−0．5 百 万 円 で あ る ．各 任意 組合 員 の 金 融 機 関 へ の 借 入 金 返 済 の

処 理 は ， つ ぎの よ う に な る ，

　　 　　　　 　　　　 　　借 入 金 　　 　 　　80．4165 　　 現 金 預 金 　　 　 144．4165

　　 　　　　 　　　　 　　支払 利 息 　 　 　 64

　 各任 意 組 合員 は
， リ

ー一
ス 料 を そ の 借 入 金 の 元 本 相 当 額Lp （n ）と 利 息 相 当 額 E （n ）と に 分 け て

計上 す る ．借入 金 と支払 利 息 の 金 額 は ，そ れ ぞ れ 表 1 の Lp （n ）ノ10 欄 と E （n ）AO 欄 の 第 1 年度 の

場 合 と 同様で ある ．以後 の 各年度 も同様 な 会計処 理 を行 う．

　　　　　　表 L 金融機関か ら貸手 へ の 融資の 元 利均等 返済表 （単位 ：百万円）

年度経過轍 借 入 金 の 期 首 残高 均 等払年 額 借入 金 の 利 息相 当額 借入 金 の 元 本 返 済相 当額

n LN （n ） ECR E （n ） E （n ）／10 Lp（n ） Lp（n ）110

11 12，800 1
，
444．16525640 ．00064 ．0000804 ，165 80、4165

22 ll
，
995 ．835 1

，
444，16525599 ．79259 ．9792844374 84．4374

33 ll
，
151．461 1

，
444，16525557 ．57355 ．7573886592 88．6592

44 10
，
264．869 1

，
444，16525513 ．24351 ．3243930 ．922 93．0922

55 9
，
333．947 1

，
444．16525466 ．69746 ．6697977 ．468 97．7468

66 8
，
356．479 1，444．16525417 ，82441 ．78241 ，026．341 102．6341

77 7
，
330．138 1

，
444，16525366 ．50736 ．6507 且

，
077．658 107．7658

88 6，252480 1
，
444．16525312 ．6243L26241

，
131541 113．1541

99 5
，
120，938 1

，
444．16525256 ．04725 ．60471

，
188，118 i18 ，8118

io10 3
，
932．820 1

，
444，16525196 ．64119 ．66411

，
247．524 124 ．7524

11lI 2，685，296 1
，
444，16525134265 13．42651 β09．900 130．9900

1212 1，375．395 1，444、165268 ，770 6，87701 β75．395 137，5395

合計 17
，329．9834 ，529．983452 ．998312

，
800．0001

，280．0000
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（6）延 払 売 買取 引 と す る 方 法 （第6法）

　 第 6 法 は
， 法 人 税 法 第 63 条 ， 法 人 税 法 施 行 令第 124 条 ， 同 125 条，同 126 条，お よ び 同

128 条 の 計 算方式 を利用 し， レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引 を延払 売 買取 引 と して 処 理 す る 方 法 で

ある ． また
， 第 6 法 は

， 第 5 法で 述 べ た よ うに
， 貸手 と金 融機 関 と の 金 銭消費貸借契 約 を レ バ

レ ッ ジ ド ・
リ

ー ス 取引 と は 別 の 資金 調達 取引 と み な し て お り，
そ の 取 引 を構成す る 諸契約が 不

可 分
一

体 と して 取 り扱 っ て い な い こ と ， リ
ー

ス 財 産の 処分権 が 貸手 に あ る の か ，借手 に ある の

か に つ い て
， 会計 処 理 上 に 全 く反 映 し て い な い こ と ，お よ び 金 融 機 関か ら の ノ ン リ コ

ー
ス ・デ

ッ トの 負 債 性 に つ い て も ま っ た く考 慮 し て い な い こ と
， さ ら に

，
レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引 が

フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ース 取 引 に該 当す る 場 合 に お い て

， リ
ース 料 の 性 質 は

， 融 資 の 元本 と利 息 の

返 済 で あ り ，
こ れ を延払 売 買 取引 とみ な して 処 理 し ， 金 融 取 引 と して の 利 子 要 素 を考 慮 して い

な い 第 6 法 は ， レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ース 取引 の 金 融 取引 と して の 経 済的 実質 を表 して い な い ．以

上 の 理 由か ら ， 第 6 法 は 妥 当で あ る と は い え な い ．

　第 6 法 に お け る
， 航 空 機 購 入 の 各任 意 組 合 員 の 処 理 は

，
つ ぎの よ うに な る ．

　　 　　 　 　　 　　 　 リ
ース 用 航 空 機 　　 1，600　　 現 金 預 金 　　　 1，600

　 リ
ース 取引 開始 時 に お い て ，第 6 法 は第 5 法 と同 じ よ う に ， 貸手 と金 融 機関 との 金 銭消費貸

借 契 約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 と は 別 の 資金 調 達 取 引 か ら生 じ た 負債 と して 扱 う． し た が

っ て
， 借 入 金 が計 上 され る 以 下 の よ うな処 理 を リ

ー
ス 取 引 開始前 に 行 っ て い る ．

　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 現 金 預 金 　　 1．280　 　　 借 入 金

　つ ぎ に リ
ース 料 受取時 の 各任 意 組 合 員 の 処 理 は ， つ ぎの よ うに な る ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現 金預 金 　 　 　 　 225．469　 　リ・一ス 売 上

　 　 　 　 　 　 　 　リース 用 航 空機 売 上 原 価 　 116．666 　 　リース 用 航 空 機

　支 払 期 日到 来 基準 に 基 づ い て ，

ち ，

分 の 利益 を 計上 す る ． リ
ース 売 上 の 金 額 は ，RLIIO；225．469 で あ り，

の 金 額 は ， （Co− SN）1（10・N ）＝116．666 で あ る ．

1，280

225．469116

．66

　　 　 　　 　　 　 　　 　　 リ
ース 取 引 の 全 リ

ー
ス 期 間 の 利 益 総 額 （受取 利 息 総 額 ） の う

リ
ース 期 間 中 の 受取 リ

ース 料総 額 に 占 め る 各 リ
ース 期 間 の 受取 リ

ース 料 の 割合 に 応 す る 部

　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 リ
ー ス 用 航 空 機 売上 原 価

同様 に 付 随 費 用 の 支 払 の 処 理 は，各任 意 組 合 員 に つ い て ， つ ぎの よ う に な る ．

　　 　 　　 　　 　 　　 支払手数料 　　 　0．5　 　　 現金 預 金

各任意組合員 の 金 融機 関 へ の 借 入 金 返 済 の 処 理 は ， つ ぎの よ う に な る ．

　　 　 　　 　　 　 　　 借 入 金 　　 　　　80．4165 　　 現 金 預 金

　　 　 　　 　　 　 　　 支払禾IJ、皀L　　　　　　　　64

0．5

144．4165

　借 入 金 と支払 利息の 金 額 は ， そ れ ぞ れ 表 且 の Lp（n ）！10 欄 と E （n ）110欄 の 第 1 年度 の 場 合 と同

様 で あ る ．以 後の 各年度 も同様 な 会 計 処 理 を 行 う．

（7）金融取 引とす る 方法 （第7法）

　 第 7 法 は レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ース 取引 を金 融 取引 と み な し ， 金 融機 関 か ら の 借入 金 相 当額 と 自

己資金 と を借 手 に貸 付 け ， リース 期 間 に わ た り リ
ース 料 に よ り元 本 と受取利 息の 返済 を受 け る

とす る 方法 で あ る ．第 7 法 は ，第 5 法 で 述 べ た よ うに ，貸手 と金 融 機関 と の 金 銭 消 費 貸 借 契 約

を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取引 とは 別 の 資金 調 達取 引 と み な し て お り ， そ の 取 引 を 構成 す る 諸 契

約 が 不 可分 一
体 と し て 取 り扱 っ て い な い こ と ， リ

ース 財産 の 処 分 権 が 貸手 に あ る の か
， 借 手 に

あ る の か に つ い て
， 会 計処理 上 に全 く反 映 して い な い こ と

， お よ び 金 融 機 関 か ら の ノ ン リ コ
ー
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レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引測定 の フ レ ーム ワ ーク

ス ・デ ッ ト の 負債性 に つ い て もま っ た く考慮 して い な い ．以 上 の 理 由 か ら，第 7 法 は 妥 当で あ

る と は い え な い ．

　 第 7 法 を 実 施 す る た め に は
， 表 2 を 完 成 す る 必要 が あ る ．

　 表 2 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ーM7 （n ）の 累計 額 13，056．28 百 万 円 は
， 第 7 法 に お け る リ

ー ス 利 益 の

総 額で あ る ． こ の 値 は ， 各年度均 等額 で あ る リ
ース 料R

，
・＝2，254．69 百 万 円 の リ

ー
ス 期 間 の 総 額

27056．28 百万円 と リ
ース 取 引終了 時の 見積残存 価値 SNz2 ，000 百 万 門 と の 合 言1’額 29

，
056．28 百 万 円

に よ り，航 空 機の 購 入価 額C
。
＝・16

，
000 百 万円 を リ

ー
ス 期 間 12 年 で 均

一一
の 投 資利 益 率 で 回収 して

い る と み な し うる か ら ， 第 7 法 に お け る 投 資利 益 率 は ， リ
ー

ス 料 RL
， 見 積 残 存 価 値 SN と

年 金現価 係 数 （資 本 回収 係 数 の 逆 数） と に よ り， つ ぎの 式 を 成 立 させ る r7 と して 求 め られ る ．

　 　 　　 　　 　 （1　十 r7　）
N −

　l　　　　　　SN
　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 （4）　　　CD＝・RLX　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十

　 　 　　 　　 　 r
フ （1 ＋ r7 ）

N

　 　 （1 ＋ r7 ）
N

　 （4）式 に 数値 モ デ ル の 値 を適 用 す る と， つ ぎの よ うに な る ．

　　　　　　　　　　　（1　十r7　）
1z −

　1　　　　　　2
，
000

　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 （4）
’

　 　 　 16
，
000＝　2，

254．69 ×　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十

　　　　　　　　　　　 r7 （1 ＋ r7 ）
12
　 　 （1 ＋ r7 ）

’2

　 （4）
1

式 よ り ， 投 資 利 益 率 r7 ・O．10 を得 る こ とが で きる ．

　 つ ぎ に 初 期 投 資 額 か ら投 資 の 元 本 の 回収 額 部分 を差 し引 い た もの を純投 資額 と し て
， 表 2 の

第 n 年 度 の 純 投 資額 17N（n ）， 第 n 年度 の 投資 回収 額17p（n ），お よ び 第 n 年度 の リ
ー

ス 利益 配 分 額

π 7（n ）の 各欄 の 値 を計算 す る ，第 1 年度 の 純投 資額 17N（1）＝C。に 第 7 法 に よ る 投 資利 益率 r7 を

掛 け る こ と に よ っ て 第 1 年 度 の リ
ー

ス 利 益 配分 額 π 7（1）＝Cer7が 求 め ら れ
， 第 1 年 度 の 正 味 キ

ャ ッ シ ュ フ ロ ーM7 （1）＝RL か ら 第 1 年 度 の リ
ー

ス 利 益 配 分 額 π 7（1）＝Cor7を差 し引 くこ とに よ っ

て ，第 1 年 度 の 投 資 の 回 収 額 （元本 部 分 ）が 17p（1）・・M7 （1）− C
。
r7　・・RL− 　Cor7と求め られ る ，第 2 年

度 の 純投 資 額17N（2）は第 1 年 度 の 純 投 資額17N（1）＝か ら投 資 の 回 収 額 17p（D −RL − C
。
r7 を 差 し 引

く こ と に よ っ て ，17N（2）＝Co（1 ＋ r7 ）
− RL と求 め ら れ る ． 以 後 ， 同 様 な 計 算 を行 い

，

一
般 式

を求 め る と任 意 の 第 n 年 度 の 純 投 資額17N（n ）は ， リ
ー

ス 取 引 終 了 時 に 見 積残 存 価 値SNが 実 現

す る こ と を考慮 して ， つ ぎの よ う に表 され る ．

　　　1
・N （・）−C・（1 ＋ ・

・ ）
n “’ 一

（R
・
＋ S・）粤 、

G ＋ r7 ）
t　’2

　 　 　 　 　 　 　 　 （5）

　第 n 年 度 の リ
ー

ス 利益 配分 額 π 7 （n ）は ，同 様 に し て 第 n 年度 の 純投資額17N（n）に 投 資 利 益

率 厂
7 を掛 けた もの で あ る か ら

，
つ ぎの よ うに 計算 さ れ る ．

　　 π ，（n ）
＝r7　17N（n ）

（6）式 を第 1年 度 に 適用 す る と
，

つ ぎの よ うに 計算 され る ．

　　 π 7 （1）1・O，10 × 16，
000 ＝ 1，600

同 様 に し て 第 n 年 度 の 投 資回収 額17p（n ）は
，

つ ぎの よ うに 計 算 さ れ る ．

　　17P（n）＝（RL 十 SN）一
π 7 （n ）＝（RL 十 SN）− r717N （n ）

（7）式 を 第 1 年 度 に 適 用 す る と
，

つ ぎの よ うに 計算 さ れ る ．

　　17p（1）＝＝2，254 ．69 −
　1，

600＝＝654．69

（5）式 を 第 2 年 度 に 適用 す る と
，

つ ぎの よ うに 計算 され る ．

　　17N（2＞＝16，000 × （1　
一
ト　0．」0）

2 − i −
（2，254．69　十　〇〉× （1　十　〇．10）

2 − 2 ≡15
，
345．31

第 7法 にお け る ， リ
ー

ス 取 引 開始 時 の 各任意 組 合 員 の 処 理 は ， つ ぎの よ うに な る ，

　　　　　　　　　　 リ
ース 債権　　 1，600 　　　 現 金預 金 　　　 1

，
600
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　 リ ース 取 引 開始 時 に お い て
， 第 7 法 は 第 5 法 と 同 じ よ うに ， 貸 手 と金 融 機 関 と の 金 銭 消 費 貸

借 契約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取引 とは 別 の 資金 調 達取引 か ら生 じた負 債 と し て 扱 う． し た が

っ て ，借 入 金 が 計上 さ れ る 以 下 の よ うな処 理 を リ ース 取 引 開始前 に 行 っ て い る ，

　　　　　　　　　　　　現金 預金 　　　　1
，
280　　　　 借 入 金　　　　 1

，
280

　 つ ぎ に リ
ース 料 受取 時 の 各任 意組合員 の 処理 は ， つ ぎの よ うに な る ．

　　　 　　　　 　　　　 　現 金 預 金 　 　 　 225．469　 　リ
ー

ス 債権 　 　 　 65．469

　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　リ
ー

ス 受取 利 息　 160

　 リ
ー

ス 受取 利 息 と リ
ー

ス 貸付金 の 金 額 は ， そ れ ぞ れ 表 2 の π フ（n ＞〆10 欄 と17p（n ）！le 欄 の 第 1

年 度 の 場 合 と 同様 で ある ．

　 同様 に 付 随 費 用 の 支 払 の 処 理 は ，各任意組 合員 に つ い て ， つ ぎの よ うに な る ．

　　　 　　　　 　　　　 　支 払 手数 料 　　 　0．5　　 　 現 金預 金 　　 　　 　05

　各任 意 組合員 の 金 融 機 関 へ の 借 入 金返 済 の 処理 は
，

つ ぎの よ うに な る ．

　　　　　　　　　　　　借 入 金 　　　　　80．4165　　 現 金預 金　　　 144．4165

　　 　　　　　 　　　　 　支 払 利患 　 　 　　64

　借 入 金 と 支 払 利 息 の 金 額 は ，そ れ ぞ れ 表 1 の Lp（n ）！10 欄 と E （n ）110欄 の 第 t 年 度 の 場 合 と同

様 で あ る ．以後 の 各年 度 も同 様 な 会計処 理 を行 う，

　　 　　　　表 2．第 7 法 に関す る 投資 の 回収 とリ ース 利益配 分額 （単位 ：百万 円）

髓 轍 購入価額 ll一ス料 残存雕 キャッシュ フロー純 投 資 額 投 資 回収額 リ
…

ス 利益 配 分額

n Co RL SNM7 （n ） 17N（n ） 17P（n ） 17P（n ）110 π 7 （n ） π 7（n ）！10

0 一16，000 一16
，
000

1 2，254．69 22，546916 ，000 65469 65．4691
，
600 160

2 2，254．6 22，54．6915 ，345．31720 ．15972 ．Ol591 ，534．531153 。4531

3 2，254．69 22，54．6914 ，625．15792 ．174979 ．217491 ，462．515146 ．25 監5

4 2，254．6 22，54．6913 ，832．98871 ．392487 ，139241 ，383．298138 ．3298

5 2，254．69 22，54．6912 ，96158958 ．51695 ．85161 ，296．158129 ．6158

6 2，254，69 22，546912 ，003，051 ，054、385105 ．43851 ，200．305120 ．0305

7 2，254．6 22，54．6910 ，948．671 ，159．823lI5 ．98231 ，094．867 】09．4867

8 2
，
254．6 22，54．699 ，

788．844 】，275．806127 ．5806978 ．88497 ．88844

9 2，254．6 22，54．698 ．513．038 ！，403．386i40 ．338685L30385 ．13038

10 2，254．69 22
，
54．697 ，109．6521 ，543．725154 ．3725710 ．96571 ．09652

ll 2，254．69 22，54．695 ，565．927
』
】，698．097169 ．8097556 ．59255 ．65927

12 2，254，6200042 ，54．693 ，867．833 ，867．907386 ．7907386 ，78338 ．6783

合計 一16，00027 ，05622000130 ，56．28 16ρ00 1，600 13，056．21 ，305．62

　 つ ぎに ， フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ース 取 引 に 属す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ース 取 引 を対 象 とす る リース

会 計 基 準が 示 して い る 方法 に つ い て 検討す る ．

（8）リー ス 会計 基準 に よ る 売買取 引 と す る方 法 （第8法）

　第 8 法 は ， リ
ー

ス 期 間 中の 毎期の リ
ー

ス 料 を 売上 高 と み な し，毎期 の リ
ー

ス 料 の う ち借 入 金
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レ バ レ ソ ジ ド ・リース 取 引 測 定 の フ レ ーム ワ ー一ク

の 元本返 済相 当 額 と利 息相 当 額 とを分 離 して
， 元本返 済相 当額 を売上 原 価 と し

， 毎期 の リ ー ス

料 を元 利均等返 済 方式 に よ る 元 本返 済相 当額 と利 息相 当 額 の 合計 とみ な す 方法 で あ る ．

　 つ ま り， 売買取 引 と み な しな が ら
， 貸 手 に と っ て 販 売益 が時 間 の 経 過 と と もに 逓 減 す る よ う

に 取 り扱 わ れ て い る ．通 常 ， 第 8 法 は 元 利均 等返 済方式 の 計算 に よ り， リ
ース 利益 を 計上 す る

の で
， 第 7 法 と リ

ース 利益 の 期 間帰 属 （各期 へ の 配分 ）は 同 じに な る ．第 8 法 は ， フ ァ イ ナ ン

ス ・リ
ース 取 引 に属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取 引 を金融取 引 と み な し な が ら

， 会計 処 理 L は

売買取引 と し て お り，妥 当性 を欠 い て い る ． また ，第 8 法 は ，第 5 法で 述 べ た よ うに ，貸 手 と

金融 機 関 と の 金銭 消 費貸 借 契約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引 と は 別 の 資金 調 達 取 引 と み な して

お り ， その 取 引 を構 成 す る 諸 契約 が不 可分 …体 と して 取 り扱 っ て い な い こ と ， リ
ース 財 産の 処

分 権が 貸 手 に あ る の か ， 借 手 に あ る の か に つ い て ， 会計処 理 上 に 全 く反 映 して い な い こ と ，お

よ び 金 融 機関 か らの ノ ン リ コ ース ・デ ッ トの 負 債性 に つ い て もま っ た く考慮 し て い な い こ と か

ら ，第 8 法 は 妥当で あ る とは い え な い ．

　第 8 法 に お け る
， 航空 機 購 入 の 各任 意組 合 員 の 処 理 は 次 の よ う に な る ．

　 　　 　 　　 　　 　 　 リース 用 航 空 機 　 　 1，600　 　 現金 預 金 　　　 1，600

第 8 法 は 第 5 法 と同 じ よ うに
， 貸 手 と 金 融 機 関 と の 金 銭 消費貸借契約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ース

取 引 と は 別 の 資 金 調 達 取 引 か ら生 じた負 債 と して 扱 う． した が っ て ，借 入 金 が 計上 さ れ る 以 下

の よ う な処理 を リ
ース 取引 開始 前 に行 っ て い る ，

　　 　 　　 　　 　 　　 現 金 預 金 　　 　　1，280　 　　 借入 金

リース 取 引 開始 時 の 各任意組 合 員 の 処 理 は， つ ぎの よ うに な る ．

　　 　 　　 　　 　 　　 リ
ー

ス 売掛 金 　 1600　 　 　 リ
ース 用航 空 機

つ ぎ に リース 料受取時 の 各任 意 組合 員の 処 理 は ， つ ぎの よ うに な る ．

　　 　 　　 　　 　 　　 現 金 預 金 　　　　 225．469 　　 リ
ー

ス 売 上

　　 　 　　 　　リ
ース 用 航空 機売上 原価 　 65．469 　　リ

ー
ス 売 掛 金

1，280

1，600

225．46965

．469

　 リ
ース 売上 の 金 額 は ，RL！lO・225．469 で あ り， リ

ー
ス 用 航空機売 上 原価 の 金 額 は

， 表 2 の

17p（n ）！10 欄の 第 1年度 の 場 合 と同様 で あ る ．

　同 様 に 付随費用 の 支払 の 処 理 は
， 各任意組合 員 に つ い て

，
つ ぎの よ うに な る ．

　　 　　 　 　　 　　 　 支 払 手数料 　　 　 0．5　　 　 現 金 預 金

各任意組合員 の 金 融機 関 へ の 借 入 金 返 済 の 処 理 は ，
つ ぎの よ うに な る ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 借 入 金 　 　 　 　 　 80．4165　 　現 金 頂金

　　 　　 　 　　 　　 　 支払 不睦，慮、　　　　　　　 64

O．5

144．4165

　借 入 金 と支払利 息 の 金 額 は ，そ れ ぞ れ表 1 の Lp （n ）／10 欄 と E （n ）110 欄 の 第 1 年度 の 場 合 と 同

様 で あ る ．以 後 の 各年度 も同様 な会計 処 理 を行 う．

　最 後 に ， オ ペ レ
ー

テ ィ ン グ ・リ
ー

ス 取 引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ー
ス 取 引 を対 象 とす る リ

ー
ス 会 計 基準 が 示 し て い る 測定 方 法 に つ い て 検 討 す る ．

（9）賃貸借取 引 とす る方法 （第9法）

　オ ペ レ
ー

テ ィ ン グ ・
リ

ー
ス 取 引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド

・
リ

… ス 取 引 に は ，賃貸借取 引 とす る

方 法 が 適 用 さ れ る ． 第 9 法 は
， 貸手 は り

一 ス 財 産 を資産 と して ， その 減価償 却費 を計 上 し
， そ

の 購 入 の た め に 生 じ た 金 銭債務 を負債 と し て
， そ の 支 払 利 息 を 計 一ヒす る 方 法 で あ る ．第 9 法 に

お い て も ， 第 5 法 で 述 べ た よ う に ，貸 手 と 金融 機関 との 金 銭消費貸借 契約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
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一ス 取 引 と は別の 資金 調達取 引 とみ な して お り， そ の 取 引 を構 成 す る 諸契約 が不 可 分
一

体 と し

て 取 り扱 っ て い な い こ と，金 融機 関 か ら の ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トの 負債性 に つ い て もま っ た く

考慮 して い な い こ とか ら ， 第 9 法 は 妥 当で あ る と は い えな い ．

　 こ こ で
， 数 値 モ デ ル に お い て

，　 「解 約不 能 の リース 期 間 ：N・・12 年 」 と い う条 件 の み を 「解

約 不 能 の リース 期 間 ：N 』 6 年」 に 変更 した もの を 第 9 法 を適用 す る 数値モ デ ル とす る ．

　第 9 法 に お け る ，航空 機購 入 の 各任 意組合員 の 処 理 は， つ ぎの よ うに な る ．

　　　　　　　　　　　リ
ー

ス 用 航 空機 　　 1
，
600　　 現 金 預 金 　　 1

，
600

　 リ
ー

ス 取 引 開始 時 に お い て
， 第 9 法 は 第 5 法 と 同 じよ うに ， 貸手 と金 融 機 関 と の 金 銭 消 費貸

借契 約 を レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 と は 別 の 資金 調 達取 引 か ら 生 じた負債 と し て 扱 う． し た が

っ て ，以 下 の よ うな処 理 を リ
ー

ス 取引 開始前 に 行 っ て い る ．

　　　　　　　　　　　　　　現 金 預 金 　　 1
，
280　　 借 入 金 　　　　1，

280

　 リ ース 取引 開始 時 の 貸 手で あ る 各任意 組合 員の 処 理 は
，

つ ぎの よ うに な る 、

　　　　 　　　　 　　　　現 金 　　　 　　　225．469　 　 リ ース 料 収入　 225．469

　 リ ース 料 受取 時 に リ ース 料 を全 額 収益 と し て 計上 す る ． リ ー ス 用 航空 機 の 減価 償却 に 関す る

処 理 は つ ぎの よ うに な る ，

　　　　 　　　 リ
ース 用 航空 機 減価 償 却 費　 329．6　　 リ

ース 用 航 空 機　 329．6

　 リ
ー ス 用 航空 機 の 減価償 却費 に つ い て は

， 法定耐 用年数 を nT ＝10 年 ， 定率 法 に よ る 償却 率

をd
．
・・O．206 と す る と，任意 の 第 n 年度 の 減価償 却費 Dep （n ）は

，
つ ぎの よ うに 表 され る ．

　　　 Dep （n ）＝dDCo （1 − dD ）
n

　
1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （8）

　 （8）式 を第 1 年度 に 適用 す る と
，

つ ぎの よ うに 計算 され る ．

　　　Dep （n ）＝0．206　×　16，
000（1　

−
　0．206）

1 　1＝3
，
296

　 10 入分 の 減 価 償 却費 が 3，296 百 万 円 で あ る か ら ， 第 1 年 度 の 各 任 意 組 合 員 の リ
ース 用 航 空機

減価 償 却 費 は
， 329．6 百 万 円 と な る ．

　 同 様 に 付随 費用 の 支払 の 処理 は ， 各任 意 組 合員 に つ い て ，
つ ぎの よ うに な る ．

　　　　 　　　　 　　　　支払 手 数料　　　 05　 　 現 金預 金　　 　　　 O．5

　各任 意 組 合 員 の 金 融機 関 へ の 借 入 金 返 済 の 処 理 は ，
つ ぎの よ うに な る ．

　　　　 　　　　 　　　　借入 金 　 　 　 　 　80．4165　 現 金預 金 　 　 　 　144．4165

　　　　 　　　　 　　　　支 払利 息　　 　　64

　借 入 金 と支払利息 の 金 額 は ， そ れ ぞ れ 表 1 の Lp （n ）！10 欄 と E （n ）〆10 欄 の 第 1 年 度 の 場 合 と 同

様 で あ る ．以 後 の 各年度 も同様 な 会計 処 理 を行 う．

4 ． レ バ レ ッ ジ ド ・ リ
ー

ス 取 引に 関 す る妥当 な測定方法の 提案

　本節 で は ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引の 経済 的実質 を忠実 に 写 像す る 測 定方 法 を提 案す る ．

そ こ で ，以 下 に そ れ ぞ れ の 測 定 方 法 の
一

般 式 を 示 し
， 同 時 に 数 値 モ デ ル に 適 用 し検 討 す る ．

　第 3 節で 検 討 した よ うに
，

フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ー

ス 取 引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引 に

つ い て
，　 「三 当 事者 間 金 融 リ

ース 法 （第 2 法 ）」が ， ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トに 負債性 が 認 め ら

れ な い 場合 に は
，

レ バ レ ッ ジ ド ・
リ

ース 取 引 の 経 済 的 実質で あ る 金 融 取 引 とノ ン リ コ
ー

ス
・

デ

ッ トの 性格 を適 切 に 写 像 して お り，妥 当で あ る と い え る ． し か し ， ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トに 負

債性 が認 め られ る 場合 に は ，第 2 法 は ，
ノ ン リ コ

ー
ス ・デ ッ ト の 負債 性 の 認識 に つ い て 正 し く
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レ バ レ ッ ジ ド
・

リ
ース 取 引測定 の フ レ

ー
ム ワ

ー
ク

扱 え て お ら ず ，妥 当 で あ る と い えな い ．す な わ ち ， レ バ レ ッ ジ ド ・リー ス 取 引 に 関す る 妥 当 な

測 定方 法 を提 案 す る に は
，　「三 当事者 間 金 融 リ

ース 法」 に つ い て ，
ノ ン リ コ ース ・デ ッ トに 負

債性が 認 め られ る場 合 と認め られ な い 場合 に つ い て 分 ける 必要 が あ る ．

4．1． ノ ン リ コ
ー

ス ・ デ ッ ト を負債 と して 認 識 し ない 場 合 の 三 当 事者 間 金 融 リ ー ス

　　　法 （第2法）

　 こ の 場 合 の 測 定 方 法 は
，

ノ ン リ コ ース ・
デ ッ トを貸 手 の 負債 と して 認識 しな い ． つ ま り，金

融 機 関 か らの 金 銭 債 務 を借 手 の 負 債 と し て 認 識 す る場 合 の 「三 当事者 間 金 融 リ
ース 法」で あ る ．

結 果 的 に ， 第 3 節で 述 べ た 「三 当事者 間金 融 リ
ー

ス 法 （第 2 法）」 と 同 じ 測 定 方 法 と な る ．

　第 2 法 を実施す る た め に は ， 表 3 を完成す る 必要 が あ る ． そ こ で ，第 1 法 と の 違 い は
， 貸 手 ，

借 手お よ び金 融機 関 に よ る 3 者 間 の 連動 し た 取 引で あ る こ と を 考 慮 して
， 金 融機 関 へ の 元 利 均

等払 返 済 の 年 額ECRを キ ャ ッ シ ュ フ ロ
ーM2 （n ）の 計 算 に 含 め る 点 で あ る ．そ の 結 果 ， 貸 手 の 初

期投 資 額 は Coか ら ， 貸 手 の 自己資金割合 α を考慮 した a　Co に な る ，第 2 法 に よ る リース 期 問 中

の 第 n 年 度 の 正 味 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ーM2 （n ）は ， 次 の 式 に よ り計算 さ れ る ．

　　　M2 （n ）＝一
α Co十 RI．

− ECR十 SN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （g）

　 な お ， α C
。は 第 0 年 度 に ， SN は 第 12 年度 に そ れ ぞ れ発 生 す る ． （6）式 を第 1 年度 に 適用 す

る と ，次 の よ うに 計 算 され る ．

　　　M2 （D ＝0 十 2，254．69 − 1，444．16525 十 〇一・810．52475

　第 1法 と同様 な 方法 に よ っ て 投資利益 率r2 ＝ 0．2462 を求 め ，表 2 の 各 年度 の 純投 資額12N（ n ），

各 年度 の 投 資 圓収 額豆2p （n ），お よ び 各年度 の リ
ース 利 益 配 分 額 π 2（n ）の 各欄 を 表 2 と 同様 な 過

程 を経 て 作成 す る ．第 n 年度の 純投資額 12N（n ）は ，次の よ うに 表 さ れ る ．

　　1
・N （・ ）一・ C・（1 ＋ r2 ）

n ’1 −
（R

・

− ECR＋ S・）Σ、
（1 ＋ r2 ）

匚 一2

第 n 年 度 の リ
ース 利 益 配分 額 π 、（n ）は ， 次 の よ うに計 算 され る ．

　　 π 2（n ）
‘r2　i2N（n ）

（11）式 を第 1年度 に 適 用 す る と，次 の よ うに 計算 され る ．

　　オ2（1）＝O．2462　×　32，000＝787．8512

第 n 年度 の 投 資 回収額 12p（n ）は ，次 の よ うに 計算 さ れ る ．

　　12P（n ）＝（RL − EcR十SN）一
π 2 （n ）；（　RL − EcR十 SN）− r212N （n ）

（12）式 を第 1年度 に 適 用 す る と ， 次の よ うに 計算 され る 。

　　12p（1）三（2，
254．69 −

　1，444．16525十 〇）
− 787．8512＝22．67359

（10）式 を第 2 年度 に 適用 す る と
， 次の よ うに 計算 され る ．

　　12N（1）＝0．2　×　16，
000　X （1　十　〇．2462）

2 一亅 一
（2，

254．69 −
　1，

444．16525　十　〇）＝3，177．326

第 2 法 に お け る ， リ
ース 取引 開始 時 の 各任 意 組 合 貝の 処 理 は ， つ ぎの よ う に な る ．

　　　　　　　　　　 航空 機 　　　　 1
，
600 　　　　 現金 　　　　　 320

　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 借 入 金　　 　　 1，280

（10）

（ll）

（12）

　第 2 法 に お い て は ，貸 手，借 手お よ び金 融機 関の 3 当事者 が 存在 し ，そ の 取 引 を構成 す る 各

契約 の 効 力は
， 実質的 に 連動 し て 生 ず る よ うに 取 り扱 わ れ て い る ．

見 積残 存 価 値

リ
ー

ス 債権

借入 金

200972

．631

，
280

　 39

航 空 機

繰延 利益

1
，
600852

．63

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association of Management Accounting

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoolatlon 　of 　Management 　Aooountlng

管理 会 計 学 　第 IO 巻 第 2 号

　第 2 法 に お い て
，

金 融 機 関 か ら の 金 銭債 務 で あ る ノ ン リ コ
ース ・

デ ッ トに負債 性 が 認 め られ

な い の で ，借 入 金 を相 殺 消去 す る ．繰 延利 益 の 金 額 は 表 3 の π 2 （n ）！10 の 合計 の 欄 の 値 か ら得

られ る ， リ
ー

ス 債権の 金 額 は，表 3 にお け る RLの リ ース の 総 額 27
，
056．28 百 万 円か ら，ECRの 金

融 機 関 へ の 元 利均等 払返 済の 総額 17，329．95 百万 円 を差 し引 い た 9
，
726．33 百 万 円 を 10 分 の 1 に

し た 972．63 百 万 円 で あ る ．ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トを考慮す る 結 果 ， リー ス 債権 の 金 額 も後 述

の 第 10 法 に お け る 金 額 よ りも小 さ くな る ．見 積残存価 値の 金 額 は SN！10 で あ る ．

　　つ ぎ に リ ー ス 料受取時 の 各任 意 組 合 員 の 処 理 は
，

つ ぎの よ うに な る ，

　 　　　　 　　　　　 　 現 金 　 　 　 　 　 225．469　 　 　 リ
ー一ス 債権　 　 　81．05275

　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 預 り金　　　　　　　　　　144．41625

　貸 手 の ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トは

， 借 手の 金融 機 関 か ら の 借 入 金 と見 な さ れ る が
， 借手 が 返 済

す る に あ た り，貸 手は リ
ー

ス 料 の
…部 と し て い っ た ん 借 手 の 元 利 返 済相 当 額 を 預 か る の で ，預

り金 勘 定 で 処 理 す る ．

　 同様 に 付 随 費 用 の 支 払 の 処 理 は ，各任意組 合員 に つ い て
，

つ ぎの よ う に な る ．

　　　　 　　　　　 　　支 払手 数料　　　 0．5　　　　 現 金

預 り金 の 処 理 は
， 各 任 意 組 合 員 に つ い て

，
つ ぎの よ うに な る ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　預 り金 　 　 　 　144．41625 　 　 現 金

リ
ー

ス 利益 の 処 理 は ， 各任 意 組合員 に つ い て ，
つ ぎの よ う に な る ．

　　　　 　　　　　 　　繰延 利益 　 　 　 78．78512 　 　 リ
ース 利 益

05

144．41625

78．78512

リー ス 利 益 4．17703 百 万 円は ， 表 3 の π ユ（n ）！10 の 第 1 年度 の 欄 の 値 か ら得 られ る ．

表 3．第 2 法 に 関 す る投 資 の 回収 と リ
ー

ス 利 益配分額 （単位 ：百万 円）

鞭 自己飴 リ略 料 購 払年額 残存瞳 キヤツシュ フロー 純投資額 投資 回 収額 リ弘 利益 配 分 額

α CoRLECR SNM2 （n ） 12N（n ） 12P（n ） 12P（n ）！10 π 2（n ） π 2（n ）110

0 一3
，
200 一3

，
200

1 2，2541 ，
444．1 81052483

，
20022 ．673592 ．267359787 ．85178 ．78512

2 2
，
2541

，
444．1 810．52483

，．177．3228 ．255912 ．825591782 ．26878 ．22688

3 2，2541 ，
4441 810．52483

，
1449．035 、212623521262775 ，31277 ．5312嚢

4 2，2541 ，4441 810．52483 ，ll3．8543 、882094 ．388209766 ．64276 。66427

5 2，2541 ，4441 810．52483 ，069．9754 ．686015 ．468601755 ．83875 ．58387

6 2，2541 ，444．1 810．52483 ，015．2968 ．149896 ．814989742 ．37474 ．23749

7 2，2541 ，444」 810．52482 ，947，1484 ．928648 ．4928647 〜55967255961

8 2，2541 ，444．1 810．52482 ，862．21105 ．83841058384704 ．68670 ．46864

9 2，2541 ，444．1 810．52482 ，75637131 ．896113 ．18961678 ．62867 ，86286

正0 2
，
2541

，
444．1 810．52482 ，62447164 ．369416 ．43694646 ，15564 ．61553

ll 2
，
2541

，
444．1 810．52482 ，460，10204 ．837820 ．48378605 ．687605687

12 2
，
2541

，
444120002

，
810．52482

，
255．272 ，255．27225 ．527 555．25555 ．52552

合計 2705617 β29 2，7056．28 3，200320 8，52629852 ．6297

4． 2． ノ ン リ コ
ー ス ・ デ ッ トを負 債 と し て 認識 す る場 合 の 三 当事 者 間 金融 リー ス 法

　　　（第 10法 ）

　 こ の 場 合 の 測定 方 法 は ，ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トを負債 と して 認 識す る ． つ ま り，金 融機関 か
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レ バ レ ッ ジ ド ・リース 取 引測 定 の フ レ ーム ワ
ー

ク

らの 金 銭債務 を貸手 の 負債 と して 認 識 す る 場 合 の 「三 当事者 間金 融 リ
ース 法」 で あ る ．

　 第 10法 に お け る ， リ
ース 取引 開始時 の 各任 意 組合員の 処理 は ， つ ぎの よ うに な る ．

　　　　　　　　　　　　航空 機　　　　1
，
600　　　　　 現 金 　　　　　320

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借 入金 　　　 1
，
280

　第 10 法 に お い て は
， 貸手 ， 借手 お よ び金 融機関 の 3 当事者 が 存 在 し

，
そ の 取引 を構成 する

各契約 の 効 力 は
， 実 質的 に 連 動 し て 生 ず る よ うに 取 り扱 わ れ て い る ．

　　　　　　　　　　　見 積残 存価 値　　200　　　　　 航 空 機　　　　1，600

　　　　　　　　　　　リ
ース 債権 　　 2

，
705．62　　 　 繰延利益 　 　 1

，
305．62

　第 10 法 に お い て は ， ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トに 負債性 が 認 め ら れ る の で ，借 入 金 を計 上 し
，

相殺 消去す る こ と を しな い ，繰 延利 益 の 金額 は 表 2 の π 7 （n ）110 の 合 計 の 欄 の 値 か ら得 られ る．

リ
ース 債 権の 金 額 は

， 表 2 に お け る RL の リ
ース 料 の 総 額 27，05628 百 万 円 を IO 分 の 1 に した

2
，705．62 百 万 円 で あ る ．

　 つ ぎ に リ
ース 料受取時 の 各任 意 組 合員の 処 理 は ，

つ ぎの よ うに な る ．

　　　 　　　　 　　　　現 金 　 　 　 　 　 225．469 　 　 リ
ー

ス 債権　 　 　 225．469

　 同様 に付 随 費用 の 支 払 の 処 理 は
， 各任 意 組 合 員 に つ い て ，

つ ぎの よ う に な る ．

　　　 　　　　 　　　　支払 手 数料　　　 0．5　 　　　 現 金 預金 　　　　 　0，5

　 リ
ース 利 益 の 処 理 は ， 各任 意 組 合員 に つ い て ，

つ ぎの よ う に な る ．

　　　 　　　　 　　　　 　繰延 利益 　　　160　　　　 リ
ース 利益 　　　　160

　 リ
ース 利益 160 百 万 円 は

， 表 2 の π 2（n ）／10 の 第 1 年度 の 欄 の 値 か ら得 ら れ る ．

5 ． お わ りに

　以 上 ，本論 文 で は ， レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取引測定 に つ い て ， そ の 取 引 を測 定す る た め に 提

示 さ れ て い る 9 方法 を対象 と して ， ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トに 負債性 が 認め られ る 場合 も含 め て ，

そ の 取 引 の 有 す る 本 質 的属 性 を 明 らか に し，そ の 取 引 の 経 済 的 実 質 を忠 実 に写 像 す る 測 定 方 法

を提 案 し，そ れ ら の
一

般 式 を提 示 し数 値 モ デ ル を 適 用 し て ，そ れ ら の 会 計 理 論 上 の 妥 当 性 に つ

い て 検討 して き た ．

　 レ バ レ ジ ッ ド ・リース 取 引 の 測 定 の ため に 提 示 され て い る 9 方 法 の 検 討 を行 う場合， つ ぎの

6 つ の 項 目に 関 して 考察 す る 必 要が あ る ．

  フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ー

ス 取 引 に 属す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 の 経 済 的 実 質 を と ら え る に

　 は ，貸手 の ノ ン リ コ
ース ・デ ッ トの 負債 性 の 認識 が 問題 とな る ．FASB が 示 して い る 第 2 法 ，

　第 3 法お よ び 第 4 法で は，貸手 の 金 融機 関 に 対す る金 銭 債務 が ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トで 「償

　還請 求権 の 行使 を受 け な い 債務 」で あ り，負債 と して の 要件 を 満た さ な い こ と を前提 に して

　 い る ． しか し，現実 に は
， そ の 特 性 は多様 で あ り，そ の 負債 性 を否定す る こ とが で きな い 場

　合 も少 な くな い ．第 2 法 ，第 3 法お よ び 第 4 法 は ， ノ ン リ コ
ー

ス ・デ ッ トの 負債性 に つ い て

　検討 し て い な い とい う点 で ，妥 当で あ る と は い え な い ．そ の 他 の 方法 は ，貸 手の 借 入 金 を レ

　バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 と は 独 立 の 資金 調 達 取 引 か ら 生 じた と見 て お り ， 貸 手 の ノ ン リ コ
ー

　ス デ ッ トの 負 債 性 に つ い て 言 及 して い な い と い う点 で
， 妥 当 で あ る と は い え ない ．

  貸 手 と金 融 機関 との 金 銭消費貸借 契約，貸手 とメ
ーカ ー

等 との 売買 契約，貸手 と借手 との

　賃 貸 借 契 約 ， な らび に リ
ー

ス 会 社 と他 の 当 事者 と の 諸 契 約 は
， 契 約 条項 上 ， あ る い は実質 的
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管 理 会 計 学 　 第 10 巻 第 2 号

　 に 連動 し て 同 時 に 効力 が生 ず る よ う に な っ て い る と い う取 引 の 実 態 を 測定方 法 は 写 像 す る必

　要 が あ る 、第 2 法 ，

’
第 3 法お よ び 第 4 法で は

，
こ の 点 を考慮 し て い る が

，
そ の 他 の 方法 は

，

　貸 手 と金 融機 関 と の 金 銭 消費貸借 契約 を レ バ レ ッ ジ ド
・リ

ー
ス 取引 と は 独 立 の 資金 調 達 取 引

　 とみ て い る 点で ，妥 当で あ る と は い え な い ．

  現在 ， 税 務 上
，

フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ー

ス 取 引 と し て の 会計処 理 を行 っ た 場 合 に は 全 く税 金 の

　 繰延効 果は な く ， ま た オ ペ レ ー
テ ィ ン グ ・リース 取 引 と して の 会 計 処 理 が 認 め ら れ た 場 合 に

　 お い て は ，本来，支払利 息 と減価償却費 は適 法 に 損金 性が 認め られ て い る の で あ っ て ，
レ バ

　 レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス 取 引 に 特 に税金 の 繰 延 効果 が あ る と は い え な い ．

　　第 3 法 と 第 4 法の みが ， 税 金 の 繰延効果 を考慮 して お り，
こ の 点で こ れ ら の 方法 は 妥 当で

　 あ る と は い え ない ，

  超 過 回収 資金 の 運 用 に よ り得 ら れ る と予想 さ れ る利益 は ，未 実現 利益 で あ る か ら ，
こ れ を

　 リ
ー

ス 利益 に含 め る よ うな 測定方法 を採用 す べ きで は な い ．第 4 法 の み が ，超 過 回 収資 金 の

　運用 に よ り得 られ る と予想 され る 利益 を リ
ース 利益 に 含 め て い る ． こ の 点で 第 4 法 は 妥 当で

　 ある と は い え な い ．

  フ ァ イ ナ ン ス ・
リ

ース 取引 に 属す る レ バ レ ッ ジ ド
・

リ
ース 取引 に つ い て は ， リ

ース 料 の 性

　 質 を融資 の 元本 と利息 の 返 済 とみ る の が 妥 当で あ り， そ の 点で ，第 1法 ，第 2 法 ，第 3 法，

　 第 4 法 お よ び 第 7 法 は 妥 当で あ る と い え る ．第 5 法，第 6 法 お よ び第 8 法で は ， フ ァ イ ナ ン

　 ス ・リ
ー

ス 取引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取 引 に つ い て も，売買取引で あ る とみ な し て

　 い る 点で 妥 当で ある とは い えな い ．

  リー ス 財 産 の 処 分 権 の 帰 属 を ど う捉 え る か に つ い て ， 第 1 法 ，第 2 法 ， 第 3 法 お よび 第 4

　 法で は ，見積残 存 価 値 を リ
ース 債 権か ら分 離把握 し，会計処埋 上 に 処分権が 貸 手 に 帰属 して

　 い る こ と を 反 映 して い る が ， 他 の 方 法 で は
，

こ の 点 を考慮 して い な い ．

　 以 上 の 項 目 に つ い て 検 討す る と， フ ァ イ ナ ン ス ・リ
ー

ス 取引 に 属 す る レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ー

ス

取 引 に つ い て ，
ノ ン リ コ ー

ス
・
デ ッ トに 負 債性 が認 め られ な い 場 合 に は，会 計理 論 上 ，　 「三 当

事 者 間金 融 リ
」 ス 法 （第 2 法 ） 」 が妥 当 な方 法 で あ る と い え る ． し か し ，

ノ ン リ コ ー
ス

・デ ッ

トに 負債性 が認 め られ る 場 合 に は ，前述 の 9 方 法 の 中 に 妥 当な 方法 は な く，提案す る 第 10 法

が 妥 当な 方法 で あ る と い え る ．

　 日本 に お け る リ
ー

ス 会計基 準 に よ る こ の よ うな 方法 は
， 特 に レ バ レ ッ ジ ド ・

リ
ー

ス 取 引 に 関

す る 基 準 を設 け ず ，
レ バ レ ッ ジ ド ・リ

ー
ス 取引 を フ ァ イ ナ ン ス ・リ

ー
ス 取引 と み な しなが ら ，

通 常 ，
売 買取 引 と し て 扱 う こ と に 妥 当性 を欠 い て い る ．
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レ バ レ ッ ジ ド・リ
ー

ス 取 引測 定の フ レ
』一

ム ワ ーク

注

（DFASB ．1974．Discussion　Memorandum ．An 　Analysis　of 　lssues　related 　to　Accounting丿cor　Leases，」諺ly　2，

　 para．372．お よ び FASB ．1976．Statement （）f　Financiai　Accounting　Standards　No．13：Accounting　for　Leases，

　 ．paras．108−114．を参照 ． ま た嶺 （1985）に お い て も ，
こ れ ら 4 方法 が 検討 さ れ J

　 FAS 　 No ．13 と同

　
一

の 見 解 が 示 さ れ て い る ．

（2）嶺 （1985）115 ペ ージ を参照． Coopers ＆ Lybrand；Emst ＆ Emst ；Peat，Marwick ，Mitche11；Price

　 Watcrhouse；Touche　Ross は 第 2 法 を 支持 した ．

（3）Carrie　Bloomer．　r　996．The　JASC −U．S．　Comparison　Prq／ect ．FASB ．p．248，　 FASB ，FAS　No」3．para．42．c．，お

　 よび 嶺 （1985）104ペ ージ に お い て ， ノ ン リ コ ー ス ・デ ッ トに負 債性 は ない と して い る ．

（4）FASB ，FAS 　 No ．13．para．111．，嶺 （1985）103 ペ ージ ， 嶺 （1989）31 ペ ー
ジ ，太 田 昭 和 （編 ）（1998）228

　 ペ ージ ，お よ び，茅根 （1998）210 ペ
ー

ジ に お い て ， 税 金 の 繰延 効 果 に 関す る 記述 が あ る ．

（5）特 に FAS 　 No ．13 が 示 して い る 第 1 法 ，第 3 法 ，第 4 法 の リ
ー

ス 利益 配 分 額 の
一

般式 を以 下

　 に示 す，

　第 1 法 に お ける 第 n 年度 の リ
ー

ス 利益 配 分額 π 1（n ）は ，第 n 年度 の 純投 資aSI，N （n ）に 投 資

利 益 Utrlを 掛 け た もの で あ る か ら ，次 の よ うに 計 算 さ れ る ，

　　　 π 置（n ）＝rJiN （n ）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （13）

　 第 3 法 に お け る 第 n 年度 の 純 投 資額13N（n ）は ， 次 の よ うに表 さ れ る ．

　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 m

　　　I3N（n ）＝aCo （1 十r3 ）
n
’1T

Σ M3 （t−1）（1 十r3 ）
n − 【

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （14）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t 　2

　 リ
ー

ス 期 間前 半 の 正 の 純 投資 の 期 間 に つ い て ， 第 3 法 に お け る 第 n 年度の リ
ー

ス 利益 配 分 額

π 3（n ）は，次 の よ うに 計 算 され る ．

　　 　 π 3（n ）− r3 　13N（n ）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （15）

　 こ こ で 第 3 法 に お け る π 3 （n ）は
， 税 引 後 の リース 利 益 を表 す ， rr．3（n ）を求 め る の に 税 金 の 繰

延効 果の キ ャ ッ シ ュ フ V − TD（n ）を用 い て い る が
，
　 TD（n ）は 実 行 税率 r を掛 け て 求 め て い る の

で ， 実行税 率 τ で 割 る こ とに よ っ て ， 第 n 年 度 の 税 引 前の リ
ー

ス 利益 π 3 （n ）／τ は
， 次 の よ う

に計 算 され る ．

　　　 π 3 （n ）！τ 　＝r313N （n ）！τ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）

　再 投 資案 の 予 想利 益率 をrA と仮 定 し て
， 超 過 回 収資金 IE を再 投 資 す る こ と に よ っ て 得 ら れ

る 利益 の 金 額 を 」T． A と す る と
，
　 rr．A は 次 の 式 で 表 さ れ る ．

　　　 π A
＝「

AiE 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （17）

　 π A を リ
ー

ス 利 益 の 一
部 と考 え 2 次 的 に リ

ー
ス 利益 と して 配分 す る ． リース 利益 の 総 額 は 第

3 法 の 利益 総額 に π A を加 算 し た もの で あ る 。

　 第 3 法 に お い て ， （14）式で 求 め た 正 の 純投 資 額 に リ
ー

ス 利 益 を 2 次 的 に 配 分 す る 時 の 投 資 利

益 率 r4 をか け る こ と に よ っ て
， 正 の 純 投 資 の 期 間 に お け る ， 任 意 の 第 n 年度 の 超 過 回収資金 の

運 用 に よ り得 ら れ る と 予 想 さ れ る利 益 の
一
般 式 は ，次 の よ う に 表 され る ．

　　　 π A （n ＞
− r4 　i3N（n ）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

『
　 　 　 （18）

　 した が っ て
， 第 4 法 の リ

ー
ス 利 益 配 分 額 π 4 （n ）に つ い て は

， 次 の （19）式 で 表 さ れ る ．

　　　 π 4（n）＝
π 3（n ）1 τ 十 π A （n ）

＝r313N （n ）〆τ 十・r413N （n ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

（6）わ が 国 に お い て ， リ
ース 契 約の 諸条 件 に 照 ら し て リ

ー
ス 財 産 の 所 有 権が 借 手 に 移転 す る と

　 認 め ら れ る も の 以 外 の フ ァ イ ナ ン ス
・

リ
ー

ス 取 引 に つ い て は
， 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方
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　 法 に 準 じて 会計処 理 を 行 う こ とが で き る ．

⇔）レ バ レ ッ ジ ド ・リ ース 取 引 に お け る 諸契 約が 不 可 欠
一

体 もの で あ る ，あ る い は 連 動 して い

　 る と い う こ とは ，契約上 の 話 で あ り ，
こ れ ら を

一
連 の 仕 訳 上 に 明 らか に す る こ と は 難 し い ．

　 本論 文 に お い て は
，

そ の 方法 が ，す べ て の 取 引 を不 可 欠 一体 の もの と して 扱 っ て い る 場 合

　 に は
， 資金 の 借 り入 れ と リー

ス 財 産 の 購 入 の 仕訳 を 同 時 に 行 い
， す べ て の 取 引 を不 可 欠

一

　 体の もの と して 扱 っ て い な い 場 合 に は
， そ れ ら の 仕訳 を別々 に 行 うこ とで 区 別 した ．

　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　参考文献

秋 山正 明 ，1992，『リ ース 会 計 の 実務 』 中央経 済 社 ．

新 井 清 光，加古 宜 士 ．1994．『リ
ース 取 引 会 計 基 準詳 解 』 中央 経 済 社 ．

Barry　J．Epstein　and 　Abbas　Ail　Mirza．1998．iAS　98．John　Wiiey ＆ Sons．

Carrie　Bloomer．1996，The　IASC−U．S．　Comparil　on 　PrOject．FASB ．

FASB ．1974．1）iseussion　Memorandum −An ．Analys　is（〜f　lss　ues 　related 　to　Accountingfor　Leases，July　2．

FASB ．1976．Statement　ofFinancial 　Accounting　Standards　No．13’Accountingfor　Leases．

FASB ．1980．Technical　Bulietin　No．79−16　（Revised） Effect　Of　a　change 　in　income　Ttzr　Rate　on 　the

　 Accountingfor　Leveraged　Leases，February　29．

International　Accounting　Standards　Comittee．1997．Leases，lnternationα 1．Accounting　Standard　No ．　1　7．

企 業 会計 審議 会 第
一

部会．1993．「リ ース 取引 に係 る 会 計基 準 に 関す る 意 見書」．

嶺輝 子 ．1986．『ア メ リカ リース 会計 論 』 多賀 出版 ．

嶺輝子 ．1989．「米国 に お ける リ
ー

ス 取引の 生 成 と リ
ース 会計 の 論理 」 企 業会計 12 月号 ：29−34．

嶺輝 子，1985．「レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 会 計 の 問題 点」 会計 127・1：102−115　，

日本 公 認 会 計士 協会 会計制 度委員会 ．1994．「リ
ース 取 引 の 会 計処 理 及 び 開示 に 関 す る 実務 指

　 針 」．

太 田 昭和 監 査 法人 編 ．1998，『リ
ー

ス の 会 計処理 と税務 〈第 2 版 〉 』 中央経済 社 ．

茅 根聡 ．1998，『リ
ー

ス 会計 』新 世 社 ．

戸 張喜
一

朗．1988．「レ バ レ ッ ジ ド ・リース の 課税 上 の 規 制 と会 計
一
新 リ

ース 通達制 定 に よせ

　 て
一」 企 業 会 計 7 月号 ：ll3−ll9．

山 田 恵 一．1999．「レ バ レ ッ ジ ド ・リ
ース 取 引 の 測 定方 法 に つ い て

一 FAS 　No ．13 の 4 方法 つ い て

　 一」 管 理 会計 学 7・1・2：23−47．

44

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


